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の
同
時
適
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

②
住
宅
耐
震
改
修

　

昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
か
ら

現
存
し
、
平
成
18
年
１
月
１
日
か

ら
同
27
年
12
月
31
日
ま
で
に
建
築

基
準
法
に
基
づ
く
現
行
の
耐
震
基

準
（
昭
和
56
年
６
月
１
日
施
行
）
を

満
た
す
よ
う
に
改
修
工
事
が
行
わ

れ
た
住
宅
が
対
象
で
す
。

　

減
額
対
象
と
な
る
住
宅
部
分
の

床
面
積
（
１
戸
当
た
り
１
２
０
㎡
分
ま

で
）
に
対
す
る
固
定
資
産
税
額
の
２

分
の
１
が
、
改
修
工
事
完
了
日
の

翌
年
か
ら
、
最
長
３
年
間
減
額
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
自
己
負
担
金

が
１
戸
当
た
り
30
万
円
以
上
の
も

の
に
限
り
ま
す
。

③
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

　

65
歳
以
上
の
人
、
要
介
護
認
定

ま
た
は
要
支
援
認
定
を
受
け
た
人
、

障
害
の
あ
る
人
が
居
住
し
て
い
る
、

平
成
19
年
１
月
１
日
以
前
か
ら
現

存
す
る
住
宅
（
賃
貸
住
宅
を
除
く
。）
で
、

平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
同
22
年

３
月
31
日
ま
で
に
対
象
と
な
る
改

修
工
事
が
行
わ
れ
た
も
の
が
対
象

で
す
。

　

減
額
対
象
と
な
る
住
宅
部
分
の

床
面
積
（
１
戸
当
た
り
１
０
０
㎡
分
ま

で
）
に
対
す
る
固
定
資
産
税
額
の
３

分
の
１
が
、
改
修
工
事
完
了
日
の

翌
年
の
１
年
度
に
限
り
減
額
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
補
助
金
な
ど
を

住
宅
改
修
工
事
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額
制
度

　

次
に
あ
げ
る
３
種
類
の
工
事
を

施
工
し
た
住
宅
に
つ
い
て
、
固
定

資
産
税
の
減
額
制
度
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
都
市
計
画
税
は
減
額
の

対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

①
省
エ
ネ
改
修
　
（
平
成
20
年
度
創
設
）

　

平
成
20
年
１
月
１
日
以
前
か
ら

所
在
す
る
住
宅
（
賃
貸
住
宅
は
除
く
。

ま
た
、
併
用
住
宅
の
場
合
に
は
、
居
住
部

分
の
床
面
積
が
建
物
全
体
の
床
面
積
の
２

分
の
１
以
上
で
あ
る
こ
と
）
で
、
平
成

20
年
４
月
１
日
か
ら
同
22
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
、
次
の
工
事
が

行
わ
れ
、
一
定
の
省
エ
ネ
基
準
に

適
合
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
が

対
象
で
す
。

　

減
額
の
対
象
と
な
る
住
宅
部
分

の
床
面
積
（
１
戸
当
た
り
１
２
０
㎡
分

ま
で
）
に
対
す
る
固
定
資
産
税
額
の

３
分
の
１
が
、
改
修
工
事
完
了
日

の
翌
年
の
１
年
度
に
限
り
減
額
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
改
修
工
事
費

が
１
戸
当
た
り
30
万
円
以
上
の
も

の
に
限
り
ま
す
。

対
象
工
事
の
例　

窓
の
改
修
工
事

（
複
層
ガ
ラ
ス
化
な
ど
）、
窓
の
改
修

工
事
と
併
せ
て
行
う
い
ず
れ
か

の
工
事
（
床
の
断
熱
工
事
、
天
井
の

断
熱
工
事
、
壁
の
断
熱
工
事
）

※
新
築
住
宅
の
軽
減
措
置
な
ど
と

除
く
自
己
負
担
金
が
30
万
円
以
上

の
も
の
に
限
り
ま
す
。

※
新
築
住
宅
軽
減
措
置
な
ど
と
の

同
時
適
用
は
さ
れ
ま
せ
ん
。

申
告
の
手
続
き

　

申
告
書
に
必
要
書
類
を
添
付
し

て
、
改
修
工
事
の
完
了
後
３
か
月

以
内
に
、

税
務
課
資
産
税
係
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
各
申

告
手
続
き
な
ど
の
詳
し
い
内
容
に

つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
い
た

だ
く
か
、
彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
固
定
資
産
税
関
係
の
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

①
〜
③
の
改
修
工
事
を
同
じ
年
に

施
工
さ
れ
た
場
合
の
注
意

・
住
宅
耐
震
改
修
と
省
エ
ネ
改
修

を
し
て
も
、
同
時
に
減
額
は
さ

れ
ま
せ
ん
。

・
住
宅
耐
震
改
修
と
バ
リ
ア
フ
リ
ー

改
修
を
し
て
も
、
同
時
に
減
額

は
さ
れ
ま
せ
ん
。

・
省
エ
ネ
改
修
と
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改

修
を
さ
れ
た
場
合
に
は
、
同
時

に
減
額
対
象
と
な
り
ま
す
。
要

件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
省
エ

ネ
改
修
３
分
の
１
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
改
修
３
分
の
１　

の
併
せ

て
３
分
の
２
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
資
産
税

係

30-

６
１
３
８
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

22-

３
０
５
２
番　

平
成
21
年
歌
会
始
詠
進
歌

平
成
21
年
歌
会
始
の
お
題

　
「
生
」
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

詠
進
歌
の
詠
進
要
領

①
半
紙
（
習
字
用
の
半
紙
）
を
横
長
に

使
い
、
右
半
分
に
お
題
と
短
歌
、

左
半
分
に
郵
便
番
号
、
住
所
、
電

話
番
号
、
氏
名
（
本
名
、
ふ
り
が
な
つ

き
）、
生
年
月
日
、
職
業
を
縦
書
き

で
毛
筆
で
自
書
し
て
く
だ
さ
い
。

②
病
気
や
身
体
障
害
の
た
め
自
書

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、

代
筆
ま
た
は
ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ

コ
ン
な
ど
機
器
を
用
い
て
、
ま

た
、視
覚
障
害
の
人
は
、点
字
に
よ

り
詠
進
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

別
紙
に
代
筆
の
理

由
、代
筆
者
の
住
所
・
氏
名
を
書
い

て
詠
進
歌
に
添
え
て
く
だ
さ
い
。

　

機
器
を

使
用
し
た
理
由
を
別
紙
に
書
い

て
詠
進
歌
に
添
え
て
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項　

次
の
場
合
に
は
、
詠
進

歌
は
失
格
と
な
り
ま
す
。

①
お
題
を
詠
み
込
ん
で
い
な
い
場
合

②
１
人
で
２
首
以
上
詠
進
し
た
場
合

③
詠
進
歌
が
既
に
発
表
さ
れ
た
短

歌
と
同
一
ま
た
は
著
し
く
類
似

し
た
短
歌
で
あ
る
場
合

④
詠
進
歌
を
歌
会
始
の
行
わ
れ
る

以
前
に
、
新
聞
、
雑
誌
そ
の
他
の

出
版
物
、
年
賀
状
な
ど
に
よ
り
発

表
し
た
場
合

⑤
詠
進
要
領
の
②
に
記
し
た
代
筆

の
理
由
書
を
添
え
た
場
合
を
除

き
、
同
筆
と
認
め
ら
れ
る
す
べ
て

の
詠
進
歌

⑥
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
職
業

を
書
い
て
な
い
も
の
、
そ
の
他
こ

の
詠
進
要
領
に
よ
ら
な
い
場
合

詠
進
の
期
限　

９
月
30
日

（
当
日

消
印
有
効
）

郵
便
の
あ
て
先　

〒
１
０
０-
８

１
１
１  　

宮
内
庁　

▼
封
筒
に

「
詠
進
歌
」
と
書
き
添
え
て
く
だ

さ
い
。
▼
詠
進
歌
は
、
小
さ
く

折
っ
て
封
入
し
て
も
差
し
支
え

あ
り
ま
せ
ん
。
※
宮
内
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ　

http://w
w

w
.kunaicho.

go.jp/12/d12-08.htm
l

子
ど
も
セ
ン
タ
ー

７
月
15
日
㈫
は
臨
時
休
館
で
す

　

子
ど
も
セ
ン
タ
ー
（
日
夏
町
）
は
、

館
内
清
掃
の
た
め
、
７
月
15
日
㈫
は

臨
時
休
館
し
ま
す
。

　

こ
の
日
は
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用
が

で
き
な
い
ほ
か
、
就
学
前
の
子
ど
も

を
対
象
と
し
た

「
き
ら
き
ら
ひ

ろ
ば
」
は
お
休

み
と
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

子
ど
も
セ
ン
タ
ー

Ü

28-

３
６
４
５
番

ご意見をお待ちしています

ふるさと彦根応援寄附条例（案）　
　

　「ふるさと納税」制度とは、生まれ故郷や、

思い出の地など、応援したいと思う地方自治

体（都道府県、市町村）に「寄附」をした場

合に、所得税や居住する自治体の住民税が軽

減される制度です。

　寄附する人にとっては、ふるさと彦根との

きずなを強め、一方、彦根市にとっては、寄

附金を財源として、活力あるまちづくりを進

めることができます。

　彦根市では、この制度を導入するにあたり、

彦根市らしい、魅力ある制度とするために、

寄附金の使い道などを定める「（仮称）ふる

さと彦根応援寄附条例（案）」を作成しました。

　この条例（案）について、皆さんのご意見

を募集します。いただいた意見などは、市に

対する考え方とともに整理したうえで公表し

ます。なお、いただいた意見に対して個別に

回答はいたしませんのであらかじめご了承く

ださい。

条例（案）の公開場所　 まちづくり推進室、

情報公開コーナー（市役所１階）、支所・各出

張所、彦根市ホームページ

提出期限　7月25日㈮

提出方法　 まちづくり推進室に直接お持

ちいただくか、郵送、ファクス、Ｅメール

で提出してください。

提出・問い合わせ先　 まちづくり推進室（〒

522-8501　元町4-2） 30-6117、FAX22-13

　98、Eメール：machizukuri@ma.city.hikone.

　shiga.jp


